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1 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

一 
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）
（
現
行
規
定
は
、
仲
裁
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
） 

改 

正 

案 

現 

行 

 
 

別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
） 

項 
上 

 

欄 

下 

欄 

一
～
八 

（
略
） 

八
の

二 

仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号

）
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一

項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
又
は
調

停
に
よ
る
国
際
的
な
和
解
合
意
に
関
す
る
国

際
連
合
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和

五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
立
て 

四
千
円 

九
～
一
九 

（
略
） 

項 

上 
 

欄 

下 

欄 

一
～
八 

（
同
上
） 

八
の

二 

仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号

）
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一

項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
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四
千
円 

九
～
一
九 

（
同
上
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二 

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）
（
現
行
規
定
は
、
仲
裁
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
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（
債
務
名
義
） 

第
二
十
二
条 

強
制
執
行
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
債
務
名
義
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
行
う
。 

一
～
六
の
三 

（
略
） 

六
の
四 

確
定
し
た
執
行
決
定
の
あ
る
国
際
和
解
合
意 

七 

（
略
） 

（
債
務
名
義
） 

第
二
十
二
条 

強
制
執
行
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
債
務
名
義
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
行
う
。 

一
～
六
の
三 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

七 

（
同
上
） 

 

（
執
行
文
付
与
の
訴
え
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
訴
え
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所
が
管
轄
す
る
。 

一 

第
二
十
二
条
第
一
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か
ら
第
三
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ま
で
又
は
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六
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ら
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六
号
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四
ま
で
に
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げ
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債
務
名
義
並
び
に
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義

の
う
ち
次
号
、
第
一
号
の
三
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

 

第
一
審
裁
判
所 

一
の
二
～
六 

（
略
） 

 

（
執
行
文
付
与
の
訴
え
） 

第
三
十
三
条 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
訴
え
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所
が
管
轄
す
る
。 

一 

第
二
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
六
号
の

三
ま
で
に
掲
げ
る
債
務
名
義
並
び
に
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義

の
う
ち
次
号
、
第
一
号
の
三
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

 

第
一
審
裁
判
所 

一
の
二
～
六 

（
同
上
） 

 
 

 


